
法令・規則

第
一

O
章

附
属
図
書
館

第 1編

図
書
借
受
仮
規
則

[一一-
一]

達
示
第
一
五
号

一
八
九
八
(
明
治
三
二
年
二
一
月
二
日

京
都
帝
国
大
学
図
書
借
受
仮
規
則

第
一
条
本
学
教
授
助
教
授
講
師
及
助
手
等
ニ
シ
テ
参
考
用
ト
シ
テ

本
学
備
付
ノ
図
書
ヲ
借
受
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
左
ノ
冊
数
ニ
限
リ

之
ヲ
貸
付
ス

教
授
助
教
授
講
師

二
十
冊
以
内

十
冊
以
内

以
上
ニ
属
セ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
五
冊
以
内

但
シ
公
用
ノ
為
メ
倍
受
ス
ル
モ
ノ
ハ
冊
数
ヲ
制
限
セ
ス

第
二
条
借
受
ノ
冊
数
ハ
洋
装
ノ
モ
ノ
ニ
就
テ
之
ヲ
定
メ
和
漢
装
ノ

モ
ノ
ハ
一
幅
又
ハ
一
峡
ヲ
以
テ
一
冊
ト
シ
装
釘
セ
サ
ル
逐
次
刊
行

ノ
書
ニ
シ
テ
数
号
ヲ
以
テ
完
冊
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ハ
主
二
完
冊
ヲ
ナ
ス

マ
デ
ノ
若
干
号
ヲ
A
ロ
セ
テ
一
冊
卜
見
倣
ス

但
シ
逐
次
刊
行
書
ハ
装
釘
ノ
上
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ハ
貸
付
セ
ズ

助
手

第
三
条
前
条
ノ
図
書

ハ
倍
受
者
其
保
存
ニ
任
シ
図
書
掛
ノ
臨
時
点

検
ヲ
通
知
ス
ル
ト
キ
ハ
必
ス
通
知
ノ
翌
日
中
ニ
図
書
室
へ
現
物
ヲ

差
出
ダ
ス
ベ
シ

第
四
条
図
書
ヲ
借
受
セ
ン
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
自
ラ
図
書
室
ニ
至
リ
図

金
自
信
用
紙
ニ
書
名
番
号
姓
名
月
日
ヲ
詳
記
シ
捺
印
ノ
上
之
ヲ
差
出

ス
ベ
シ

726 

但
シ
貴
重
図
書
ハ
一
切
之
ヲ
貸
付
セ
ス
委
託
図
書
ハ
借
受
ノ
都

度
総
長
ノ
許
可
ヲ
経
べ
シ

第
五
条
借
受
シ
タ
ル
図
書
ハ
他
ニ
転
貸
ス
ル
ヲ
許
サ
ズ

第
六
条
借
受
シ
タ
ル
図
書
ハ
常
式
点
検
ノ
タ
メ
毎
年
七
月
一
日
ヨ

リ
十
日
マ
デ
ニ
返
納
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
七
条
教
授
助
教
授
及
講
師
ハ
仮
書
庫
内
ニ
入
り
図
書
ヲ
検
索
ス

ル
ヲ
得

第
八
条
学
生
ノ
教
科
書
及
参
考
用
書
ヲ
自
弁
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル

モ
ノ
ハ
受
持
教
員
ノ
保
認
証
ヲ
出
セ
ル
モ
ノ
ニ
限
リ
貸
付
ス
ル
コ

ト
ア
ル
ベ
シ

第
九
条
借
受
シ
タ
ル
図
書
ヲ
駿
損
汚
染
又
ハ
紛
失
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ

同
一
ノ
書
ヲ
以
テ
償
ハ
シ
ム

但
時
宜
ニ
ヨ
リ
代
金
ヲ
以
テ
償
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
シ

第
十
条
職
員
ノ
退
職
シ
或
ハ
転
任
シ
タ
ル
モ
ノ
及
学
生
ノ
退
学
シ

タ
ル
モ
ノ
ハ
其
借
受
セ
ル
図
書
ヲ
直
ニ
返
納
ス
ペ
シ
尤
モ
卒
業
シ



タ
ル
学
生
ハ
卒
業
証
書
ヲ
受
ク
ル
前
ニ
必
ス
返
納
ス
ベ
シ

第
十
一
条
此
規
則
ヲ
犯
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
其
情
況
ノ
軽
重
ニ
由
リ
一

週
日
以
上
一
ヶ
年
以
内
図
書
ノ
倍
受
ヲ
許
サ
ザ
ル
コ
ト
ア
ル
べ
シ

第
十
二
粂
図
書
ノ
返
納
ヲ
怠
リ
督
促
ヲ
受
ク
ル
モ
尚
ホ
返
納
セ
サ

ル
ト
キ
ハ
相
当
ノ
処
分
ヲ
ナ
ス
ベ
シ

附
属
図
書
館
規
則

[八
]

一
八
九
九
(
明
治
三
二
)
年
一
一
月
二
九
日

附属図書館

京
都
帝
国
大
学
附
属
図
書
館
規
則

第
一
条
京
都
帝
国
大
学
附
属
図
書
館
ハ
京
都
帝
国
大
学
ノ
図
書
ヲ

貯
蔵
ス
ル
所
ト
ス

第
二
条
本
館
ニ
於
テ
貯
蔵
保
管
ス
ル
図
書
ヲ
左
ノ
二
種
ト
ス

第

一

貴

重

図

書

第
二
通
常
図
書

第
三
条
本
館
変
員
ノ
外
図
書
ノ
出
納
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
許
サ
ス

第
四
条
公
用
ト
シ
テ
本
館
ノ
図
書
ヲ
借
受
ク
ヘ
キ
者
ハ
本
部
ニ
於

テ
ハ
書
記
官
各
分
科
大
学
ニ
於
テ
ハ
大
学
長
若
ク
ハ
学
科
主
任
ノ

教
授
医
科
大
学
附
属
医
院
ニ
於
テ
ハ
医
院
長
ト
シ
其
借
受
冊
数
ヲ

制
限
セ
ス

参
考
用
ト
シ
テ
本
館
ノ
図
書
ヲ
借
受
ク
ヘ
キ
者
ハ
職
員
及
総
長
ヨ

第 10章

リ
図
書
借
受
ノ
特
許
ヲ
得
タ
ル
者
ト
シ
其
借
受
冊
数
及
日
数
ノ
制

限
ハ
総
長
之
ヲ
規
定
ス

第
五
条
職
員
学
生
生
徒
及
総
長
ヨ
リ
図
書
閲
覧
ノ
特
許
ヲ
得
タ
ル

者
ハ
本
館
閲
覧
室
ニ
入
リ
テ
図
書
ヲ
閲
覧
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
六
条
貴
重
図
書
、
辞
書
及
諸
学
科
ニ
通
ス
ル
参
考
書
ハ
一
切
之

ヲ
貸
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

貴
重
図
書
ノ
閲
覧
ハ
其
都
度
総
長
ノ
特
許
ヲ
得
タ
ル
後
之
ヲ
許
可

ス

学
生
ノ
教
科
書
若
ク
ハ
参
考
書
ハ
学
科
主
任
教
授
ノ
申
出

ニ
依
リ
当
該
分
科
大
学
長
ノ
保
認
証
ヲ
得
タ
ル
者
ニ
限
リ
之
ヲ
貸

付
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
八
条
左
ニ
掲
ク
ル
者
ハ
図
書
借
受
及
関
覧
ノ
タ
メ
本
館
書
庫
内

ニ
入
リ
テ
図
書
ノ
検
索
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得

一

教

授

助

教

授

講

師

二

書

記

官

舎

監

三
大
学
院
学
生

四
当
該
分
科
大
学
長
ノ
保
認
証
ヲ
有
ス
ル
学
生

五
総
長
ヨ
リ
特
別
閲
覧
票
ヲ
交
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者

第
九
条
前
条
ニ
掲
ケ
サ
ル
職
員
ニ
シ
テ
書
庫
内
ニ
入
リ
テ
図
書
ノ

検
索
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
其
都
度
総
長
ノ
許
可
ヲ
経
へ

第
七
条

727 
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法令・規則

貸
付
シ
タ
ル
図
書

ハ
臨
時
返
納
セ
シ
メ
テ
之
ヲ
点
検
ス
ル

コ
ト
ア
ル
へ
シ

但
公
用
借
受
ノ
図
書
ニ
限
リ
本
館
変
員
出
張
ノ
上
点
検
ス
ル
コ

ト
ア
ル
へ
シ

第
十
一
条
冬
夏
季
休
業
中
図
書
ヲ
借
受
セ

ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
総
長

ノ
許
可
ヲ
得
へ

シ
但
学
生
ハ
学
科
、
王
任
教
授
ノ
申
出
ニ
依
リ
当
該

分
科
大
学
長
ヨ
リ
得
タ
ル
保
認
証
ヲ
添
へ
テ
総
長
ノ
許
可
ヲ
経
タ

ル
後
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
貸
付
セ
ス

第
十
二
条
貸
付
シ
タ
ル
図
書
ハ
借
受
者
其
保
存
ノ
責
ニ
任
シ
紛
失

汚
損
等
ノ
行
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ

ハ
之
ヲ
弁
償
セ

シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル

ヘ
ク

E
貸
付
閲
覧
ヲ
停
止
ス
ル
等
相
当
ノ
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ア
ル

第
十
条

第 1編

"̂' 
ン

左
ニ
掲
ク
ル
事
項
ニ
関
シ
テ
ハ
其
都
度
総
長
ノ
許
可
ヲ

第
十
三
条

経
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

諸
官
庁
又
ハ
公
共
団
体
ニ
対
シ
テ
図
書
ヲ
貸
付
ス
ル
事

諸
官
庁
ノ
吏
員
又
ハ
公
共
団
体
ノ
代
表
者
ニ
対
シ
公
用
上

図
書
ノ
検
索
若
ク
ハ
閲
覧
ヲ
許
可
ス
ル
事

第
十
四
条
凡
ソ
職
員
学
生
生
徒
若
ク
ハ
公
衆
ノ
閲
覧
ニ
供
ス
ル
ノ

目
的
ヲ
以
テ
図
書
ヲ
委
託
セ

ン
ト
欲
ス
ル
者
ア
ル
ト
キ
ハ
本
館
之

ヲ
受
ケ
該
図
書
ハ
本
館
貯
蔵
ノ
図
書
卜
同
一

ノ
取
扱
ヲ
為
ス
へ
シ

第
十
五
条
本
則
ニ
依
リ
総
長
ノ
許
可
ヲ
請
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
第
九
条

ニ
規
定
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
凡
テ
館
長
ヲ
経
由
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
六
条
本
規
則
ノ
執
行
ニ
関
ス
ル
手
続
ハ
総
長
之
ヲ
定
ム
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明
三
六
・
七
・
二
四
達
示
二
八
号
、
明
四
0
・
九
・
六
達
一
不
一
二
号
、

明
四
三
・
一
一
・
一
四
、
明
四
四
・
九
・
八
達
示
一
二
号
、
昭
一
四
・

九
・
一
八
達
示
一
五
号
、
昭
一
五
・
二
・
二
四
達
一
不
四
号

〔注
〕
一
九
五
四
・
一
・
二
六
達
示
第
二
号
で
全
部
改
正
。

改
正附

属
図
書
館
規
則
執
行
手
続

{入
]

一
八
九
九
(
明
治
三
二
)
年
一
一
月
二
九
日

京
都
帝
国
大
学
附
属
図
書
館
規
則
執
行
子
続

第

一

図

書

貸

付

第

一

条

図

書
ヲ
借
受
セ

ン
ト
ス
ル
者
ハ
自
ラ
図
書
館
ニ
至
リ
其
借

受
ノ
種
類
ニ
従
ヒ
定
式
ノ
証
書
用
紙
ニ

書
名
、
冊
数
、
番
号
、
姓

名
、
年
月
日
等
ヲ
詳
記
シ
捺
印
シ
テ
之
ヲ
差
出
ス
へ
シ

第
二
条
借
受
シ
タ
ル
図
書
ハ
他
ニ
転
貸
ス
ル
コ
ト
ヲ
許
サ
ス

但
公
用
ラ
ア
借
受
シ
タ
ル
図
書

ハ
総
長
ノ
許
可
ヲ
経
タ
ル
取
扱

規
定
ニ
依
リ
教
室
内
ニ
限
リ
貸
付
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
条
公
用
ニ
非
サ
レ
ハ
一
部
ノ
外
同
一
ノ
図
書
ヲ
借
受
ス
ル
コ

ト
ヲ
許
サ
ス

第
四
条
職
員
及
図
書
倍
受
ノ
特
許
ヲ
得
タ
ル
者
二

シ
テ
冬
夏
季
休



業
中
参
考
用
図
書
ヲ
借
受
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
書
名
冊
数
ヲ
詳
記

シ
タ
ル
伺
書
ヲ
館
長
ヲ
経
テ
総
長
ニ
差
出
シ
其
許
可
ヲ
経
タ
ル
後

第
一
条
ノ
手
続
ヲ
為
ス

ヘ
シ

第
五
条
学
生
ニ
シ
テ
教
科
書
ヲ
借
受
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
学
科
主

任
教
授
ノ
申
出
ニ
依
リ
当
該
分
科
大
学
長
ヨ
リ
得
タ
ル
保
認
証
ヲ

差
出
シ
館
長
ノ
認
可
ヲ
経
タ
ル
後
第
一
条
ノ
手
続
ヲ
為
ス
へ
シ

但
聴
講
生
ニ
本
条
ヲ
適
用
ス
ル
場
合
ニ
ハ
晶
子
生
ニ
貸
付
ノ
後
余

裕
ア
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

第
六
条
学
生
ニ
シ
テ
冬
夏
季
休
業
中
教
科
書
ヲ
借
受
セ
ン
ト
ス
ル

ト
キ
ハ
書
名
冊
数
ヲ
詳
記
シ
タ
ル
願
書
ニ
学
科
主
任
教
授
ノ
申
出

ニ
依
リ
当
該
分
科
大
学
長
ヨ
リ
得
タ
ル
保
認
証
ヲ
添
へ
館
長
ヲ
経

テ
総
長
ニ
差
出
シ
其
許
可
ヲ
得
タ
ル
後
第
一
条
ノ
手
続
ヲ
為
ス
へ

ン〆

附属図書館

第
七
条
職
員
退
職
若
ク
ハ
転
任
シ
タ
ル
ト
キ
及
学
生
退
学
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
其
借
受
セ
ル
図
書
ヲ
直
ニ
返
納
ス
へ
シ

学
生
卒
業
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
卒
業
証
書
ヲ
受
ク
ル
前
其
借
受
セ
ル
一

切
ノ
図
書
ヲ
返
納
ス
へ
シ

第
二
図
書
貸
付
期
限

第
八
条
凡
ソ
借
受
シ
タ
ル
図
書
ハ
其
閲
覧
ヲ
了
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
直

ニ
之
ヲ
返
納
ス
へ
シ

但
一
月
二
十
一
日
以
後
ニ
借
受
シ
タ
ル
分
ハ
同
年
七
月
十
日
迄

第 10掌

ニ
九
月
十
一
日
以
後
ノ
分
ハ
同
年
十
二
月
二
十
四
日
迄
ニ
必
ス

返
納
ス
へ
シ

第
九
条
冬
夏
季
休
業
中
借
受
シ
タ
ル
図
書
ハ
其
休
業
ノ
末
日
迄
ニ

必
ス
返
納
ス
へ
シ

第

三

倍

受

冊

数

参
考
用
ト
シ
テ
借
受
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
キ
冊
数
ハ
左
ノ
如

第
十
条

ン

教
授

書
記
官

助
手

助
教
授

舎
監

講
師

各
三
十
冊
以
内

各
二
十
冊
以
内

各

十

冊

以

内

各

五

冊

以

内

以
上
ニ
属
セ
サ
ル
職
員

借
受
ノ
冊
数
ハ
洋
装
ノ
モ
ノ
ニ
就
キ
テ
之
ヲ
定
メ
和
漢
装
ノ
モ
ノ

ハ
三
冊
ヲ
以
テ
洋
装
一
冊
ニ
宛
テ
其
他
ノ
モ
ノ
ハ
一
個
ヲ
以
テ
一

冊
ト
認
ム
又
装
釘
セ
サ
ル
逐
次
刊
行
ノ
書
ニ
シ
テ
数
号
ヲ
以
テ
完

冊
ヲ
為
ス
モ
ノ
ハ
主
二
完
冊
ヲ
了
ル
迄
ノ
若
干
号
ヲ
合
セ
テ
一
冊

ト
見
倣
ス

但
逐
次
刊
行
書
ハ
公
用
ヲ
除
ク
ノ
外
装
釘
ノ
都
合
ニ
依
リ
臨
時

貸
付
セ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第

四

図

書

閲

覧

〔
?
?
〕

第
十
一
条
図
書
ヲ
図
覧
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
閲
覧
票
若
ク
ハ
閲
覧
許

可
証
ヲ
掛
員
ニ
渡
シ
定
式
ノ
証
書
用
紙
ヲ
受
取
リ
書
名
、
冊
数
、

729 



法令・規則

番
号
、
姓
名
、
年
月
日
等
ヲ
詳
記
シ
テ
之
ヲ
差
出
ス
へ
シ

但
閲
覧
冊
数
ハ
一
時
二
七
部
十
五
冊
ヲ
過
ク
ル
ヲ
得
ス

貴
重
図
書
ヲ
閲
覧
セ
ン
ト
ス
ル
者
ノ
中
職
員
及
特
別
閲
覧
票
ヲ
有

ス
ル
者
ハ
書
名
冊
数
及
関
覧
ヲ
要
ス
ル
事
由
ヲ
詳
記
シ
タ
ル
願
書

ヲ
総
長
ニ
差
出
シ
学
生
ハ
願
書
ニ
学
科
主
任
教
授
ノ
理
由
書
ヲ
添

へ
当
該
分
科
大
学
長
ヲ
経
テ
総
長
ニ
差
出
シ
共
ニ
其
許
可
ヲ
経
タ

ル
上
前
項
ノ
手
続
ヲ
為
ス
へ
シ

第
十
二
条
図
書
ハ
必
ス
閲
覧
室
内
ニ
於
テ
閲
覧
ス
へ
シ
貴
重
図
書

ハ
必
ス
閲
覧
室
内
ノ
特
ニ
定
メ
タ
ル
別
席
ニ
於
テ
閲
覧
ス
へ
シ

但
閲
覧
室
内
ニ
於
テ
ハ
一
切
音
読
談
話
喫
煙
ヲ
為
ス
ヘ
カ
ラ
ス

第
十
三
条
閲
覧
票
ハ
左
式
ノ
如
ク
定
メ
館
長
之
ヲ
交
付
ス

但
職
員
学
生
以
外
ニ
シ
テ
臨
時
図
書
ノ
閲
覧
ヲ
出
願
シ
其
都
度

総
長
ノ
許
可
ヲ
経
ヘ
キ
者
ニ
ハ
総
長
ヨ
リ
閲
覧
許
可
証
ヲ
交
付
ス

第 l編

一一
一

1

名

年年

自
明
治

至
明
治

月月

日日

図

書

閲

覧

票

(
閲
覧
票
ヲ
得
ヘ
キ
資
格
)氏

(面Jo

一
図
書
ヲ
閲
覧
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
此
ノ
票
ヲ
掛
員
ニ
渡
シ
証
書
用
紙

ヲ
受
取
ル
へ
シ

一
図
書
ハ
必
ス
閲
覧
室
内
ニ
於
テ
閲
覧
ヲ
為
シ
退
館
セ
ン
ト
ス
ル
ト

キ
ハ
之
ヲ
掛
員
一
一
返
納
ス
へ
シ

一
貴
重
図
書
ハ
必
ス
閲
覧
室
内
ノ
特
ニ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
席
ニ
於
テ
関

覧
ス
へ
シ

一
此
票
ヲ
有
ス
ル
者
ト
難
モ
総
長
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ニ
非
サ
レ
ハ

貴
重
ノ
図
書
ヲ
閲
覧
ス
ル
ヲ
得
ス

一
此
票
ハ
他
人
ニ
転
貸
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
遺
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
速
ニ
届

出
へ

シ

一
此
票
ヲ
交
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
凡
テ
図
書
閲
覧
ニ
関
ス
ル
規
則
ヲ

確
守
ス
へ
シ

730 

第

号

(面表)

京
都
帝
国
大
学
附
属
図
書
館

図
書
閲
覧
許
可
証

ロ

一
図
書
ヲ
閲
覧
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
此
票
ヲ
卦
員
二
渡
シ
証
書
用
紙
ヲ

受
取
ル
へ
シ

一
図
書
ハ
必
ス
閲
覧
室
内
ニ
於
テ
閲
覧
ヲ
為
シ
退
館
セ
ン
ト
ス
ル
ト

キ
ハ
之
ヲ
掛
員
ニ
返
納
ス
へ
シ



一
貴
重
図
書
ハ
必
ス
閲
覧
室
内
ノ
特
ニ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
席
ニ
於
テ
閲

覧
ス
ヘ

ン

一
貴
重
図
書
ハ
該
図
書
ノ
閲
覧
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
二
非
サ
レ
ハ
関
覧

ス
ル
ヲ
得
ス

一
館
内
ニ
在
テ
ハ
凡
テ
図
書
閲
覧
ニ
関
ス
ル
規
則
ヲ
確
守
ス
へ

シ

第
十
四
条
特
別
閲
覧
票
ハ
左
式
ノ
如
ク
定
メ
総
長
之
ヲ
交
付
ス

但
本
学
分
科
大
学
卒
業
者
ニ
交
付
ス
ヘ
キ
閲
覧
票
ハ
前
条
ノ
式

ニ
依
ル

(面裏)
(面表)

自

明

治

年

月

至

明

治

年

月

京
都
帝
国
大
学
附
属
図
書
館

図
書
特
別
閲
覧
票

日日

(
資
格
)

氏

名

殿

附属図書館

一
図
書
ヲ
閲
覧
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
此
票
ヲ
掛
員
ニ
渡
シ
証
書
用
紙
ヲ

受
取
ル
へ
シ

一
此
票
ヲ
有
ス
ル
者
ハ
書
庫
内
ニ
入
リ
テ
図
書
ヲ
検
索
ス
ル
コ
ト
ヲ

且
寸

一
且
貝
重
図
書
ヲ
検
索
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
更
ニ
英
旨
ヲ
掛
員
ニ
申
出

テ
該
員
立
会
ノ
上
検
索
ヲ
為
ス
へ
シ

一
貴
重
図
書
ハ
該
図
書
ノ
閲
覧
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
非
サ
レ
ハ

第 10章

(商裏)

検
索
ヲ
為
ス
ヲ
得
ス

一
此
票
ハ
他
人
ニ
転
貸
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
遺
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
速
ニ
届

出
へ

シ

一
此
票
ヲ
交
付
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
凡
テ
図
書
閲
覧
ニ
関
ス
ル
規
則
ヲ

確
守
ス
へ
シ

第
十
五
条

関
覧
票
ヲ
遺
失
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
保
証
人
連
署
ノ
上
直
ニ

英
国
自
ヲ
届
出
へ
シ

第

五

閲

覧

時

間

関
覧
室
ハ
休
日
ヲ
除
ク
ノ
外
左
ノ
時
間
之
ヲ
開
ク

第
十
六
条

自

九

月

一

日

ザ

午

前

八

時

ヨ

リ

午

後

九

時

迄

至
十
月
一
二
十
一
日
」

自
十
一
月
一
日
戸
午
前
八
時
ヨ
リ
午
後
九
時
迄

至

四

月

三

十

日

』

自

五

月

一

日

)

午

前

七

時

ヨ

リ

午

後

九

時

迄

歪

七

月

十

日

」

但
日
曜
日
及
大
祭
祝
日
ハ
午
後
六
時
ヨ
リ
同
九
時
迄

第
十
七
条
休
業
中
閲
覧
室
ハ
日
曜
日
及
大
祭
祝
日
ヲ
除
ク
ノ
外
左

ノ
時
間
之
ヲ
開
ク

至白至自
同一同十

月月月月

工四十十
' 八五
日日日目
、一一一『戸ーー..J

午
前
八
時
ヨ

午
後
九
時
迄

731 
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至自至自
九八同七

月月月月
図二=-1-
書十十工 l
検二 t

索日日日目
、ーーーー----

午
円リ

七
時
ヨ

正
午
十

時
迄

第 l編

第
六

第
十
八
条
書
庫
内
ニ
入
リ
テ
図
書
ヲ
検
索
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
特
別

閲
覧
票
若
ク
ハ
検
索
許
可
ノ
捺
印
ア
ル
閲
覧
票
若
ク
ハ
検
索
許
可

証
ヲ
掛
員
ニ
渡
シ
在
庫
証
ヲ
受
取
リ
タ
ル
後
書
庫
ニ
入
リ
検
索
、ン

得
タ
ル
上
ハ
直
ニ
庫
外
ニ
出
テ
第
一
条
ノ
手
続
ヲ
経
テ
閲
覧
ス

へ

;/ 

但
庫
外
ニ
出
タ
ル
ト
キ
ハ
直
ニ
在
庫
証
ヲ
掛
員
ニ
返
付
ス
へ
シ

第
十
九
条
書
庫
内
ニ
入
リ
図
書
ヲ
検
索
ス
ル
ノ
際
図
書
ノ
位
置
ヲ

錯
乱
セ
サ
ル
ハ

勿
論
出
納
者
ノ
障
凝
ヲ
ナ
サ
、
ル
様
厚
ク
注
意
ス

へ、ン

第
二
十
条
学
生
ニ

シ
テ
図
書
検
索
ノ
許
可
ヲ
得
ン
カ
為
メ
当
該
分

科
大
学
長
ノ
保
認
証
ヲ
要
ス
ル
ト
キ
ハ
学
科
主
任
教
授
ノ
証
明
書

ヲ
添
ヘ

タ
ル
願
書
ヲ
其
分
科
大
学
長
ニ
差
出
ス

へ
シ

第
二
十
一
条
六
人
以
上
同
時
二
晋
庫
内
ニ
入
リ
テ
図
書
ノ
検
索
ヲ

為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
十
二
条
貴
重
図
書
ヲ
検
索
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
更
ニ
其
旨
ヲ

掛
員
ニ
申
出
テ
立
会
ノ
上
検
索
ヲ
為
ス
へ
シ

但
貴
重
図
書
ハ
該
図
書
ノ
関
覧
ヲ
許
可
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ノ
外
検

索
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
十
三
条
検
索
ノ
許
可
ハ
図
書
館
規
則
第
八
条
ニ
掲
ク
ル
者
ノ

外
ハ
閲
覧
票
ノ
表
面
ニ
検
索
許
可
ノ
印
ヲ
捺
シ
テ
之
ヲ
証
ス

但
其
都
度
総
長
ノ
許
可
ヲ
経
ヘ
キ
者
ニ
ハ
総
長
ヨ
リ
検
索
許
可

証
ヲ
交
付
ス
其
式
左
ノ
如
シ

732 

(商表)

図京第

書草
検史
，弓，易目、、 学

言ーT 属附 号

可 E
言正館

ロ

一
書
庫
内
ニ
入
リ
テ
図
書
ヲ
検
索
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
此
票
ヲ
掛
員
ニ

渡
ス
へ
シ

一
貴
重
図
書
ヲ
検
索
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
更
ニ
其
旨
ヲ
掛
員
ニ
申
出

テ
該
員
立
会
ノ
上
検
索
ヲ
為
ス
へ
シ

一
貴
重
図
書
ハ
該
図
書
ノ
閲
覧
許
可
ヲ
得
タ
ル
者
ニ
非
サ
レ
ハ
検
索

ヲ
為
ス
ヲ
得
ス

一
一
館
内
ニ
在
テ
ハ
九
テ
図
書
閲
覧
ニ
関
ス
ル
規
則
ヲ
確
守
ス
へ
シ

第

七

図

書

点

検

第
二
十
四
条
点
検
ノ
為
メ
図
書
ヲ
返
納
セ
シ
ム
ル
ト
キ
‘
ハ
三
日
以

(面裏)



附属図書館

前
ニ
其
旨
ヲ
通
知
ス
ヘ
ク

X
変
員
出
張
ノ
上
点
検
ス
ル
ト
キ
ハ
前

日
ニ
其
旨
ヲ
通
知
ス
へ
シ

第

八

制

裁

第
二
十
五
条
公
用
ノ
為
メ
借
受
シ
タ
ル
図
書
ヲ
扱
損
汚
染
若
ク
ハ

紛
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
旨
ヲ
詳
記
シ
タ
ル
書
面
ヲ
借
受
者
ヨ
リ
館

長
ヲ
経
テ
総
長
ニ
差
出
ス
へ

シ

第
二
十
六
条
参
考
用
、
閲
覧
用
又
ハ
教
科
書
ト
シ
テ
借
受
シ
タ
ル

図
書
ヲ
紛
失
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
一
ノ
図
書
ヲ
以
テ
償
ハ
シ
ム

但
時
宜
ニ
依
リ
代
価
ヲ
以
テ
償
ハ
シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
二
十
七
条
参
考
用
、
閲
覧
用
又
ハ
教
科
書
ト
シ
テ
借
受
シ
タ
ル

図
書
ヲ
鮫
損
或
ハ
汚
染
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
損
害
ノ
多
寡

ニ
従
ヒ
同

一
ノ
図
書
ヲ
以
テ
之
ヲ
償
ハ

シ
メ
或
ハ
之
ヲ
修
繕
セ

シ
ム

但
時
宜
ニ
依
リ
代
金
ヲ
以
テ
償
ハ

シ
ム
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
二
十
八
条
図
書
館
規
則
及
同
規
則
執
行
手
続
ニ
違
背
シ
タ
ル
者

ア
ル
ト
キ
ハ
其
軽
重
ニ
従
ヒ
一
定
ノ
期
限
内
若
ク
ハ
無
期
限
ニ
図

書
ノ
貸
付
及
閲
覧
ヲ
停
止
シ
其
旨
ヲ
閲
覧
室
内
ニ
掲
示
ス
ル
モ
ノ

ト
ス

第 10主主

第
二
十
九
条
図
書
ヲ
弁
償
セ
シ
メ
若
ク
ハ
貸
付
ヲ
停
止
ス
ヘ
キ
者

ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
館
長
意
見
ヲ
具
シ
テ
総
長
ニ
菓
申
ス
へ

シ

第

九

寄

贈

図

書

九
ソ
教
員
若
ク
ハ
学
生
ノ
閲
覧
ニ

供
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以

第
三
十
条

テ
図
書
又
ハ
購
入
費
ヲ
寄
贈
セ

ン
ト
欲
ス
ル
者
ハ
其
目
録
員
数
又

ハ
金
員
等
ヲ
詳
記
シ
テ
照
会
ス
へ
シ
本
館
ハ
其
需
ニ
応
ス
ル
コ
ト

ア
ル
へ
シ

四

附
属
図
書
館
商
議
会
規
程

[一一一一]

達
示
第
一
九
号

一九
O
八
(
明
治
四
二
年
二
一
月
一
日

京
都
帝
国
大
学
附
属
図
書
館
商
議
会
規
程

第
一
条
京
都
帝
国
大
学
ニ
図
書
館
商
議
会
ヲ
設
ク

商
議
会

ハ
各
分
科
大
学
長
及
各
分
科
大
学
教
授
各
一
名
ヲ
以
テ
組

織
ス

第
二
条
教
授
ニ

シ
テ
委
員
タ
ル
者
ハ

当
該
各
分
科
大
学
教
授
ノ
互

選
ニ
ヨ
リ
総
長
之
ヲ
命
ス

委
員
長
ハ
委
員
ニ
於
テ
之
ヲ
互
選
ス
委
員
長
ハ
商
議
会
ヲ
召
集
シ

其
議
長
ト
為
ル

委
員
長
事
故
ア
ル
時
ハ
年
長
者
之
ヲ
代
理
ス

第
三
条
商
議
会
ニ
書
記
一
人
ヲ
置
ク
委
員
長
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
庶
務

ニ
従
事
ス

書
記

ハ
本
学
司
書
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ

第
四
条
委
員
ノ
任
期
ハ
三
ヶ
年
ト
ス
但
シ
引
続
キ
再
選
セ
ラ
ル
、

733 



法令・規則

コ
ト
ヲ
得
ス

委
員
長
及
委
員
補
欠
ノ
場
合
-
一
於
ケ
ル
任
期
ハ
前
任
者
ノ
任
期
ニ

依
ル

第
五
条

第 1編

商
議
会
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
審
議
ス

図
書
館
ニ
関
シ
総
長
ヨ
リ
諮
絢
ノ
件

図
書
館
長
ヨ
リ
提
議
ノ
件

一
図
書
館
ニ
関
シ
委
員
ヨ
リ
提
議
ノ
件

第
六
条
図
書
館
長
ハ
商
議
会
ニ
列
席
ス
又
委
員
長
ハ
必
要
ア
リ
ト

認
ム
ル
場
合
ニ
於
テ
其
他
ノ
本
学
職
員
ノ
列
席
ヲ
要
求
ス
ル
コ
ト

ヲ
得但

シ
此
等
ノ
列
席
者
ハ
議
決
ノ
数
ニ
加
ハ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
七
条
本
規
程
ハ
明
治
四
十
一
年
十
二
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

改
正

明
四
五
・

一
・
一
八
達
示
二
号
、
大
八
・
四
・
七
、
昭
二
ニ
・
五
・
五

達
示
一
四
号

〔
注
〕
一
九
五
四
・
一
・
二
六
達
示
第
一
号
で
廃
止
。

五

国
立
学
校
設
置
法
〔
附
属
図
書
館
を
規
定
〕

[

一

]

法
律
第
一
五
O
号

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
五
月
三
一
日

第
六
粂

〔
本
文
は
二
七
頁
参
照
〕

」回，、

附
属
図
書
館
商
議
会
規
程

734 

(
六
]

達
一
万
第
一
号

一
九
五
四
(
昭
和
二
九
)
年
一
月
二
六
日

京
都
大
学
附
属
図
書
館
商
議
会
規
程

第
一
条
京
都
大
学
附
属
図
書
館
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、

京
都
大
学
附
属
図
書
館
商
議
会
を
置
く
。

第
二
条
商
議
会
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
商
議
員
で
組
織
す
る
。

一
図
書
館
長

二

各

学

部

長

三

分

校

主

事

四
各
学
部
及
ぴ
分
校
の
教
授
一
名

第
三
粂
前
条
第
四
回
す
の
商
議
員
は
、
当
該
学
部
及
ぴ
分
校
の
推
薦

に
よ
り
学
長
が
命
じ
、
そ
の
任
期
は
二
年
と
す
る
。
但
し
、
重
任

を
妨
げ
な
い
。

第
四
条
商
議
会
は
、
図
書
館
長
が
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

2

議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
年
長
の
商
議
員
が
代
理
す
る
。

第
五
条
商
議
会
は
、
商
議
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
関

く
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
六
条
商
議
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
問

数
の
と
き
は
、
議
長
が
決
す
る
。

第
七
条
議
長
一
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
商
議
員
以
外
の
者
に
出



席
を
も
と
め
、
意
見
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
商
議
会
に
幹
事
を
置
き
、
図
書
館
事
務
長
を
あ
て
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

明
治
四
十
一
年
十
二
月
一
日
制
定
の
附
属
図
書
館
商
議
会
規
程

は
、
廃
止
す
る
。

改
正

昭
二
九
・
五
・
二

O
学
長
裁
定
、
昭
一
二
六
・
七
・
二
六
総
長
裁
定
、
昭

四
一
・
五
・
二
四
達
示
一

O
号
、
昭
六
0
・
六
・
二
五
達
示
一
四
号
、

平
四
・
一

0
・二
O
達
一
不
三
三
号
、
平
五
・
二
・
二
三
達
示
一
一
号
、

平
八
・
五
・
一
四
達
示
三
八
号

七

附
属
図
書
館
規
則

{六
}

達
一不
第
二
号

一
九
五
四
(
昭
和
二
九
)
年
一
月
一
一
六
日

附属図書館

第
一
条
京
都
大
学
附
属
図
書
館
(
以
下
本
館
と
い
う
。
)
は
、
京
都
大

学
に
所
属
す
る
図
書
の
管
理
と
運
用
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
条
本
館
に
保
管
す
る
図
書
は
、
取
扱
上
次
の
二
種
類
と
す
る
。

貴
重
図
書

普
通
図
書

本
館
職
員
以
外
の
者
は
、
図
書
の
出
納
に
当
る
こ
と
が
で

第 10章

第

条

き
な
い
。

第
四
条
公
用
と
し
て
本
館
の
図
書
を
借
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
し
、
そ
の
借
受
冊
数
は
、
制
限
し
な
い
。

一
各
学
部
長
、
分
校
主
事
、
各
研
究
所
長
、
病
院
長
及
び
学
生

2 

部
長

二
各
学
部
の
教
室
主
任

三

事

務

局

各

課

長

四

薬

局

長

参
考
用
と
し
て
本
館
の
図
書
を
借
受
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

職

員
学

生

そ
の
他
特
に
許
可
を
得
た
者

第
五
条
職
員
、
学
生
及
ぴ
特
に
許
可
を
得
た
者
は
、
本
館
閲
覧
室

に
入
り
、
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
辞
書
及
ぴ
指
定
図
書
な
ど
諸
学
科
に
通
ず
る
参
考
書
は
、

特
に
館
長
の
許
可
を
得
た
も
の
に
限
り
、
借
受
す
る
こ
と
が
で
き

zv
。

2 

貴
重
図
書
は
、
名
誉
教
授
、
教
授
、
助
教
授
、
講
師
の
外
は
特

に
館
長
の
許
可
を
得
た
者
で
な
け
れ
ば
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
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学
生
の
教
科
書
も
し
く
は
学
修
用
の
参
考
書
は
、
当
該
学

部
長
の
承
認
あ
る
も
の
に
限
り
』
借
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条
次
に
掲
げ
る
者
は
、
書
庫
内
に
入
り
、
図
書
を
検
索
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一
名
誉
教
授
、
教
授
、
助
教
授
、
講
師

二
事
務
局
長
、
学
生
部
長
及
ぴ
事
務
局
、
学
生
部
の
各
課
長

三
図
書
検
索
許
可
書
を
も
っ
助
手
及
ぴ
大
学
院
学
生

四
そ
の
他
特
に
許
可
を
得
た
者

第
九
条
貸
付
の
図
書
は
、
臨
時
に
返
納
せ
し
め
、
点
検
を
行
う
こ

と
が
あ
る
。
但
し
、
公
用
借
受
の
図
書
に
つ
い
て
は
、
本
館
職
員

が
出
張
の
上
、
点
検
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
十
条
夏
季
休
業
中
、
図
書
の
借
受
を
希
望
す
る
者
は
、
館
長
の

許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
貸
付
の
図
書
を
紛
失
、
汚
損
し
た
と
き
は
弁
償
せ
し
め
、

更
に
閲
覧
、
貸
付
を
停
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。

第
十
二
条
左
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
館
長
の

許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
諸
官
庁
又
は
公
共
団
体
で
図
書
の
借
受
を
希
望
す
る
と
き

二
諸
官
庁
の
職
員
又
は
公
共
団
体
の
代
表
者
が
公
用
で
図
書
の

閲
覧
を
希
望
す
る
と
き

三
特
殊
の
研
究
課
題
を
も
っ
研
究
者
が
、
図
書
の
特
別
閲
覧
を

第
七
条

第 1編

希
望
す
る
と
き

第
十
三
条
本
学
に
図
書
寄
託
の
願
出
あ
る
と
き
は
、

る
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
に
応
ず

736 

2 

寄
託
図
書
は
、
原
則
と
し
て
本
館
図
書
と
同
一
の
取
扱
を
す
る
。

こ
の
規
則
の
執
行
に
関
す
る
子
続
は
、
別
に
定
め
る
。

第
十
四
条附

則

こ
の
規
則
は
、
昭
和
廿
九
年
一
月
廿
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
但
し
、

第
八
条
の
規
定
は
、
当
分
の
問
、
適
用
し
な
い
。

改
正

昭
三
二
・
一
二
・
一
七
逮
示
一
三
号
、
昭
三
四
・
五
・
二
六
達
示
二
ハ

号
、
昭
三
六
・
一
-
一

O
総
長
裁
定

〔
注
〕
一
九
五
七
・
一
一
一
・
一
七
達
一
不
第
二
二
号
で
附
属
図
書
館
規
程
に
改

称。一
九
八
五
・
六
・
二
五
達
示
第
一
二
号
で
廃
止
。

i¥ 

附
属
図
書
館
規
程

[
六
)

達
示
第
一
二
号

一
九
八
五
{
昭
和
六

O
)
年
六
月
二
五
日

京
都
大
学
附
属
図
書
館
規
程

第
一
条
京
都
大
学
附
属
図
書
館
(
以
下
「
図
書
館
」
と
い
う
。
)
は
、

京
都
大
学
に
所
属
す
る
図
書
そ
の
他
の
資
料
の
管
理
と
運
用
を
つ



か
さ
ど
る
。

第
二
条
図
書
館
に
館
長
を
置
く
。

2

館
長
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
。

3

館
長
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

4

館
長
は
、
図
書
館
の
館
務
を
掌
理
す
る
。

第
三
条
図
書
館
に
、
そ
の
重
要
事
項
を
審
議
す
る
た
め
、
商
議
会

附属図書館

を
置
く
。

2

商
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
四
条
図
書
館
の
事
務
組
織
に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
分
課
規
程

(
昭
和
四
十
八
年
達
一
京
第
二
十
二
号
)
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
五
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
図
書
館
の
管
理
及
ぴ

運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

1

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

京
都
大
学
附
属
図
書
館
規
程
(
昭
和
二
十
九
年
達
示
第
二
号
)

は
、
廃
止
す
る
。

第 10章

九

附
属
図
書
館
利
用
規
程

[六
]

達
示
第
一
五
号

一
九
八
五
(
昭
和
六

O
)
年
六
月
二
五
日

京
都
大
学
附
属
図
書
館
利
用
規
程

(
趣
旨
)

第
一
条
京
都
大
学
附
属
図
書
館
(
以
下
「
本
館
」
と
い
う
。
)
の
利
用

に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
図
書
館
資
料
)

第
二
条
本
館
に
、
次
の
図
書
そ
の
他
の
資
料
(
以
下
「
図
書
館
資
料
」

と
い
う
。
)
を
置
く
。

一
貴
重
図
書

二

普

通

図

書

三

参

考

図

書

四
逐
次
刊
行
物

五
そ
の
他
の
資
料

(
利
用
者
)

第
三
条
本
館
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
(
以
下
「
利
用
者
」
と

い
う
。
)
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
本
学
の
名
誉
教
授

二
本
学
の
教
職
員

三
本
学
の
学
生
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四
そ
の
他
館
長
が
特
に
認
め
た
者

(
利
用
証
)

第
四
条
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
者
及
ぴ
同
条
第
四
号

に
掲
げ
る
者
の
う
ち
特
に
館
長
が
指
定
し
た
者
に
は
、
図
書
館
利

用
証
(
以
下
「
利
用
証
」
と
い
う
。
)
を
交
付
す
る
。

2

利
用
証
は
、
他
人
に
貸
与
し
、
又
は
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

3

利
用
者
は
、
利
用
証
を
常
に
携
帯
し
、
掛
員
か
ら
提
示
を
求
め

ら
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 1編

(
開
館
時
間
)

第
五
条
開
館
時
聞
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
平
日
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

二
土
暇
日
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

三
次
に
掲
げ
る
期
間
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

一
月
六
日
か
ら
一
月
十
日
ま
で

七
月
二
十
一
日
か
ら
八
月
四
日
ま
で

八
月
十
六
日
か
ら
九
月
十
日
ま
で

2

館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
に
定
め
る
開
館
時

関
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
る
。

(
休
館
日
)

第
六
条
本
館
の
休
館
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
日
曜
日

国
民
の
祝
日
(
国
民
の
祝
日
が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ

の
翌
日
)

三
本
学
創
立
記
念
日
(
六
月
十
八
日
)

四

四

月

一
日
か
ら
四
月
五
日
ま
で

五
八
月
五
日
か
ら
八
月
十
五
日
ま
で

六
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
翌
年
一
月
五
日
ま
で

七
毎
月
末
日
(
末
日
が
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日
)

2

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
と

き
は
、
臨
時
に
休
館
す
る
こ
と
が
あ
る
。

(
全
学
総
合
目
録
)

第
七
条
本
館
に
、
全
学
の
図
書
館
資
料
の
総
合
目
録
を
置
き
、
利

用
者
の
利
用
に
供
す
る
。

(
自
由
閲
覧
)

738 

第
八
条
利
用
者
は
、
開
架
閲
覧
室
、
参
考
図
書
室
及
び
雑
誌
閲
覧

室
に
備
付
け
の
図
書
館
資
料
を
自
由
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
庫
内
図
書
の
閲
覧
)

第
九
条
書
庫
内
の
図
書
館
資
料
の
閲
覧
を
希
望
す
る
者
は
、
所
定

の
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
貴
重
図
書
の
閲
覧
)

第
十
条
貴
重
図
書
の
閲
覧
を
希
望
す
る
者
は
、
所
定
の
関
覧
願
を

提
出
し
、
館
長
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



附属図警館

貴
重
図
書
は
、
所
定
の
場
所
で
閲
覧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
貸
出
予
続
)

第
十
一
条
本
館
の
図
書
館
資
料
の
貸
出
を
希
望
す
る
者
は
、
利
用

証
を
掛
回
貝
に
提
示
し
、
所
定
の
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
貸
出
し
な
い
図
書
館
資
料
)

第
十
二
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
館
資
料
の
貸
出
は
行
わ
な
い
。

一
貴
重
図
書

二
参
考
図
書

三
そ
の
他
館
長
が
特
に
指
定
し
た
も
の

(
貸
出
期
間
、
冊
数
)

第
十
三
条
図
書
館
資
料
の
貸
出
期
間
及
ぴ
冊
数
は
、
館
長
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
臨
時
の
返
納
)

第
十
四
条
館
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
場
合
は
、
貸
出
中
の
図
書

館
資
料
の
返
納
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

(
転
貸
禁
止
)

第
十
五
条
貸
出
を
受
け
た
図
書
館
資
料
は
、
他
人
に
転
貸
し
て
は

な
ら
な
い
。

(
特
別
貸
出
)

第
十
六
粂
部
局
等
の
長
は
、
当
該
部
局
等
に
お
い
て
特
に
必
要
が

あ
る
場
合
は
、
公
用
と
し
て
本
館
の
図
書
館
資
料
の
貸
出
を
受
け

2 

第 10章

る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
貸
出
を
受
け
た
図
書
館
資
料
は
、
部
局
等
の
長
が
保
管

す
る
も
の
と
す
る
。

(
入
庫
検
索
)

第
十
七
条
名
誉
教
授
、
教
職
員
、
大
学
院
学
生
及
ぴ
そ
の
他
館
長

が
特
に
認
め
た
者
は
、
所
定
の
手
続
を
経
て
、
金
目
庫
内
の
図
書
館

資
料
を
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
検
索
時
間
)

第
十
八
条
検
索
で
き
る
時
間
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、

必
要
に
応
じ
て
、
検
索
時
間
を
短
縮
し
、
又
は
検
索
を
休
止
す
る

こ
と
が
あ
る
。

午
前
九
時
か
ら
午
後
七
時
(
第
五
条
第
三
号
に
掲
げ
る

期
間
に
あ
っ
て
は
、
午
後
四
時
)
ま
で

土
曜
日
午
前
九
時
か
ら
午
後
三
時
ま
で

(
複
写
、
撮
影
)

第
十
九
条
利
用
者
は
、
教
育
又
は
研
究
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
場
合
に
限
り
、
所
定
の
手
続
を
経
て
、
図
書
館
資
料
の

複
写
又
は
撮
影
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

図
書
館
資
料
の
複
写
又
は
撮
影
に
係
る
著
作
権
に
つ
い
て
の
糞

任
は
、
こ
れ
を
依
頼
し
た
者
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
料
金
規
程
)

平

日
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第
二
十
条
復
写
又
は
撮
影
の
料
金
そ
の
他
の
必
要
事
項
は
、
別
に

定
め
る
。

(
相
互
利
用
)

第
二
十
一
条
利
用
者
が
他
の
大
学
等
学
外
諸
機
関
(
外
国
の
大
学

等
を
含
む
。
)
の
所
蔵
す
る
図
書
館
資
料
の
利
用
を
希
望
す
る
と
き

は
、
そ
の
あ
っ
旋
を
本
館
に
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条
他
の
大
学
、
官
庁
又
は
公
共
団
体
等
か
ら
図
書
館
資

料
の
貸
出
の
申
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
館
長
が
差
し
支
え
な
い
と

認
め
た
場
合
に
限
り
、
こ
れ
に
応
ず
る
も
の
と
す
る
。

(
施
設
の
利
用
)

第
二
十
三
条
研
究
個
室
、
共
同
研
究
室
、

A
V
ホ
l
ル
及
ぴ
そ
の

他
の
施
設
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
館
長
が
定
め
る
。

(
紛
失
、
汚
損
等
の
届
出
)

第
二
十
四
条
利
用
者
は
、
図
書
館
資
料
を
紛
失
、
汚
損
し
、
又
は

機
器
そ
の
他
の
設
備
を
き
損
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
館
長
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

紛
失
、
汚
損
又
は
き
損
し
た
者
に
は
、
弁
償
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。

(
利
用
停
止
)

第
二
十
五
条
こ
の
規
程
に
違
反
し
た
者
に
は
、

止
す
る
事
」
と
が
あ
る
。

第 l編

本
館
の
利
用
を
停

(
雑
則
)

第
二
十
六
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
実

施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
館
長
が
定
め
る
。

15

1

1

 

既
町

r

n

H只

こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
年
六
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

740 

改
正

昭
六
三
・
四
・
一
九
達
示
一
七
号
、
平
五
・
五
・
一
一
達
示
五
七
号
、

平
九
・
三
・
一
八
達
示
一
一
号
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